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はじめに

私は医薬品や医薬品卸にあまり詳しくありませ
んが、国民皆保険制度を守っていくために国、あ
るいは国民が何をしなければならないのかの全般
的なお話をさせていただきます。
いま日本の国民皆保険制度は、公定価格、フ

リーアクセス、自由開業制で、原則、出来高払い
となっています。国民全員が何らかの保険に入っ
ており、財源は５割が保険料で、税４割、自己負
担１割となっています。しかし、人口構造の変化
に伴って疾病構造が変わり、急性期から慢性期の
病気が多くなっています。また、世界に先駆けて
高齢化が進み、しかも現役世代の支え手が急激に
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ことを、財源の確保、医療費全体の統制、健康長寿化の３つの視点から紹介。今後も進展する高齢
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減少しています。加えて、医療の高度化・高額化が、
皆保険に影響を与えるまでになっています。
そのような状況にあって国民皆保険制度を維持
していくには、①財源をいかに確保するか、②医
療費をどのように統制（コントロール）するか、③
支えられる側と支える側がこれからどう変わって
いくべきか、を考えていく必要があります。その
３つの視点でお話しします。

国民皆保険制度の現況

●医療費の55％は65歳以上が占める
まず、日本の医療提供体制を見ると、一般診療
所約10万か所、病院約8000か所、歯科診療所約
６万8000か所で、薬局が約５万9000か所となって
います。病床は約90万病床に上り、機能ごとに区
分され一般病棟、療養病棟、介護療養病棟などが
あります。いまはDPC（診療群分類包括評価）が進
んでおり、病床の約55％を占めています。
医療費の動向を見ると、平成27年に3.8％という
異例な伸びを示しましたが、Ｃ型肝炎治療薬のソ
バルディ、ハーボニーが出てきたことによるもの
で、この頃から薬剤が医療費を押し上げる要因に
関連するようになってきました。その反動で平成
28年の医療費はマイナスに働きました。
診療種類別の医療費は、医科の入院が40％、外
来が35％で、医科が医療費の４分の３を占めてい
ます。この医療費の４分の３を占める医科入院と
外来をどのようにコントロールするかが最も重要
になってくるのではないかと思われます。

42兆円の国民総医療費のうち10兆円超は医薬品
費で、国民総医療費の約25％を占めています。う
ち病院・診療所で使われている医薬品は4.8兆円、
薬局で調剤されている医薬品は5.7兆円です。この
医薬品費も何らかの形でコントロールしないと国
民皆保険に影響を及ぼすことになるでしょう。
次に、どういう人が医療費を使っているのかを
見ると、75歳以上の後期高齢者はいま約1750万人
で約16兆円、65歳から74歳までの前期高齢者は約
1700万人で７兆円です。両者を合わせると23兆円
で、42兆円の医療費の55％は65歳以上が使ってお
り、それを現役世代が拠出金という形で支えてい
るわけです。これが現役世代にとって、かなりの
重荷になってきています。

●借金で維持されている国民皆保険
医療費はどんどん伸びていますが、その医療費
は自己負担、社会保険（いわゆる健康保険料）、公
費（税金）で賄われています。平成17年度から平成
27年度までの10年間の伸び率を見ると、患者負担
が約９％の伸びに対し、社会保険料は27％、税金
は36％も伸びています。つまり、今後、公費がま
すます必要になり、社会保険料も上げなければ国
民皆保険を維持できない時代が来るということで
す。しかも、公費で負担し切れない部分は赤字国
債という特別国債で充当し、この借金を先送りし
ているので、借金がどんどん積み上がっています。
要するに、税金で負担し切れない状態になってお
り、国民皆保険は崩壊に近づいているのではない
かと危惧しています。
1990（平成２）年度と2017（平成29）年度の歳入
と歳出を比較すると、税収はほとんど変わってい
ませんが、社会保障費が21兆円くらい増加してお
り、これを特別国債で賄って国民皆保険を維持し
ていることが分かります。

●増え続ける高齢者医療への拠出金
現役世代が払っている健康保険料の推移を見る
と、平成19年から平成29年まで10万円くらい上
がっています。事業主が半分負担しますので、個
人では５万円上がっているわけです。医療保険制度改革について話す幸野氏
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なぜ上がっているかといえば、いわゆる前期高
齢者や後期高齢者の医療への拠出金が増加してい
ることが大きな要因です。給与や賞与は横ばいで
推移しているのに対し、病院に払う７割分の法定
給付費が約17％増加し、高齢者医療への拠出金は
実に45％くらい上がっているのです。これがいま
の現役世代を苦しめ、さらに今後現役世代がどん
どん少なくなっていくので、この負担は増えるで
あろうと想定されています。
健康保険組合の平成29年度決算見込みの財政構
造を見ると、経常収入８兆1999億円、経常支出
８兆653億円で、経常支出の43.7％が高齢者医療へ
の拠出金になっています。医療費の給付に使われ
ているのは49.7％なので、ほぼ半分ずつ。つまり、
半分は高齢者医療への拠出金に回っているのが現
状です。2025年には団塊の世代がすべて後期高齢
者入りし、65歳以上が３人に１人になっていく一
方、現役世代はどんどん減っていきますので、医
療財政の悪化が懸念されます。ですから、いかに
国民皆保険制度を守っていくかを、みんなで考え
ていかなければならないのです。

●10年後の健康保険料は給与の11％超
財務省資料の医療費の将来推計を見ると、現段
階では45兆円くらいですが、2025年には60兆円を
超えています。しかもGDPを大きく上回る伸びが
予想されるため、公費も保険料もどんどん上がっ
ていくことが想定されています。
被用者の健康保険組合の法定給付費と拠出金、
保険料率の推計を見ると、2015年度に皆さんが
払った健康保険料は給与の約9.1％ですが、10年後
の2025年には11.8％になると想定されています。
そして、高齢者医療への拠出金が法定給付費を上
回ると推計されています。
つまり、自分が病気になったときの保険よりも、
お年寄りを支えるための保険の割合のほうが高く
なるわけで、何のための健康保険なのかというこ
とにもなりかねません。
以上のような医療費とそれを支えている健康保
険料の状況にあるわけです。そこで、国民皆保険
制度を維持していくために何をしなければならな

いかについてお話しします。

制度持続可能な財源の確保

●財源に関するビジョンの設定
視点１は、制度持続可能な財源の確保です。そ
のための４つの提言をお示しします。
第１点は、持続可能な医療保険制度に向けて財
源に関するビジョンを設定しなければならないと
いうことです。税と社会保険料と自己負担をどう
棲み分けていくかということです。社会保険料を
上げれば済む問題ではなく、自己負担による痛み
分けと税金の充当も必要になるでしょう。そうい
うビジョンを早期に設定する必要があります。
日本の国民負担率、つまり租税負担率と社会
保障負担率を見ると、OECD諸国と比べて、社会
保障負担率はそれほど高くなく、租税負担率はス
ウェーデンやフランスなど高社会福祉国家に比べ
てかなり低くなっています。また、社会保障によ
る再配分と税による再配分の推移を見ると、所得
による格差が拡大する中で、社会保障（保険料）に
よる所得再配分が年々強化されてきました。それ
に対して、税による再配分効果はほぼ横ばいで推
移してきています。ですから、２点目の提言にも
絡みますが、税の効果をもう少し拡大すべきでは
ないかと思っています。

●税による財源確保の長期見通しを示す
２点目は、消費税率の引き上げや税制の見直し
によって必要な財源確保の長期見通しを示す必要
があるということです。
来年10月に消費税率が10％になりますが、社会
保障費を賄おうとすれば20％くらいでもおかしく
ないという数字が出ています。こういったことに
ならないために何をしなければならないかという
ことです。
また、消費税の増税では、2014年当時は10％に
引き上げて高齢者の年金・医療・介護に充てるとさ
れていましたが、昨年来、変わってきました。年
金・医療・介護のほか、子育て支援や教育の無償化
にも充てていくというように政府与党の考え方が
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少しずつ変わってきています。それらも踏まえて、
長期見通しを示す必要があります。

●高齢者の応分負担と現役世代の負担軽減
３点目は、高齢者に対する給付と高齢者の負担
のアンバランスを是正すべきだということです。
75歳以上の医療費は１割負担ですが、現役世代と
の公平性を保つためにお年寄りにもう少し負担し
てもらってもいいのではないでしょうか。
そして４点目は、その一方で現役世代の過重な
負担をもう少し軽減すべきではないかということ
です。健康保険料の半分を高齢者に回している構
造の中で現役世代は疲弊しており、日本経済にも
悪影響を及ぼしているので、早期に見直す必要が
あります。
この世代間の負担と給付の公平化について、現
役世代（20歳～64歳）と高齢者を比較すると、現役
世代１人当たり医療費は17.8万円、負担（保険料＋
自己負担）は29.8万円なのに対し、75歳以上では１
人当たり医療費は90.6万円、負担は14.1万円で負
担が極端に軽くなっています。分岐点は60歳のと
ころで、60歳までは保険料をたくさん払い、それ
より医療費のほうが少ないのですが、60歳を超え
ると自分が払った自己負担や保険料より、使う医
療費のほうが多くなっています。特に80歳、90歳
になると、保険料と自己負担はわずかなのに対し、
100万円を超える医療費を使っており、世代間の公
平性の観点からこれでいいのかということにもな
るのではないでしょうか。

●後期高齢者の患者負担を２割に
私どもが強く主張しているのは、社会保障改革
の工程表にも入っていますが、後期高齢者の患者
負担を段階的に２割にすることです。平成26年か
ら70歳になる人は１割から２割に段階的に上がっ
ており、平成30年度は70歳から74歳の人は全員２
割負担になっています。しかし、74歳の人が来年
75歳になると２割が１割に減るわけです。
そこで、後期高齢者の負担について、いま２割
負担の人は75歳以降も２割負担を継続すべきだと
主張しているところです。いったん下げてしまう

と、上げるのが大変だからです。２割負担を継続
すれば抵抗感も少ないでしょうから、実行するな
らいまなのです。工程表では平成30年度に結論を
出すことになっていましたが、もう少し先になり
そうです。想像するところでは、来年夏の参院選
が影響しているように思いますので、参院選前の
実現は難しそうで非常に残念です。
もう１つ主張しているのは、現役世代の負担
に一定の上限を設けて、高齢者医療への拠出金が
50％を超えた部分は税金を投入してもらうという
ことです。現役世代の保険料に一定の上限を設け
て、活力ある世代にしなければなりません。

医療費全体の統制

●人口構造の変化に対応した病床機能の整備
視点２は、医療費全体の統制です。これは皆さ
んにも大きく関連するところで、少し耳の痛いこ
とをいわせていただくかもしれません。
第１点は、医療費の中で最も大きいのは４割を
占める入院医療なので、人口構造の変化に対応し
た病床機能を整備すべきだということです。現役
世代の減少に伴って急性期の病気は減り、一方で
回復期、慢性期の病気が増えているにもかかわら
ず、急性期の病棟が多いのが現状です。
そのような中でいま、病院の機能に応じて地域
の医療提供体制を変えていく地域医療構想が進め
られています。例えば、急性期病棟は10年後には
20万床くらい余剰になってくると推計されている

会場をぎっしり埋めた聴講者
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一方、回復期病床がこれからどんどん必要になっ
てきますので、地域ごとの医療構想が話し合われ
ています。しかし、なかなか進まないと聞いてい
ます。自分の病院の機能を守りたいという意識が
働いて、急性期から回復期の病床への転換に踏み
切れないようなのです。また、慢性期や回復期の
入院患者さんを在宅に返そうという動きが出てい
ます。推計では、在宅が30万人くらいに増えるの
ではないかとされています。
医療費の地域間格差は最大で1.5倍あり、この格
差是正の必要もあるでしょう。医療費格差の要因
となっているのは病床数であり、病床数の多い都
道府県は医療費が高い傾向があります。実は、高
齢者医療確保法第14条で、地域ごとに診療報酬が
設定できると規定されています。医療費があまり
にも高い県は、１点10円を例えば１点９円にして
もいいということが平成18年の法改正で規定され
ました。しかし、実際に実施した県はありません。
私個人的には実施を考えてもいいのではないかと
思っています。
また、問題になっているのは「７対１病床」です。
これが一般病床の多くを占めており、医療費を押
し上げる大きな原因になっています。平成18年に
制度ができたときは４万4000床でしたが、現在38
万床で８倍くらいに増えています。中医協でも７
対１入院基本料の病棟を減らす議論をしています
が、なかなか減らないのが現実です。
そのような状況にあって、今回の平成30年度の
診療報酬改定で入院医療の体系が大きく見直され
ました。いままでは看護職員配置の７対１、10対

１、13対１を中心に診療報酬が体系化されていま
したが、これからは基本的な医療の評価部分と診
療実績に応じた段階的な評価部分に分けられまし
た。例えば、急性期病床では、看護職員配置10対
１を基本部分とし、重症な患者をどれだけ抱えて
いるかを実績部分の評価にして点数を決めていこ
うということです。

●医療機能の分化・連携の推進
２点目は、医療機関の様々な機能をきちんと分
化・連携させなければならないということです。
外来医療と入院医療を使い分けて、分化・連携を
推進すべきなのです。
いま地域包括ケアシステムの構築を目指してい
ますが、その中では医療機能の分化・連携の推進
が不可欠となります。まずはかかりつけ医に行っ
てもらい、かかりつけ医の手に負えないときは病
院の専門医に診てもらうといった連携が必要です
が、いまはフリーアクセスなのでどんな病気でも
大病院に行く受療行動がみられます。それを改め、
かかりつけ医をつくって機能分化を図っていく必
要があります。
そこで、かかりつけ医に行ってもらうため、紹
介状なしで大病院に行った場合、選定療養として
自己負担以外に定額負担（初診5000円、再診2500
円）を上乗せして徴収することが平成28年度の診療
報酬改定で導入されました。しかし、国民の受療
行動は変わっておらず、紹介状なしの患者の減少
は2.9％に過ぎなかったということです。
支払い側は200床以上の病院に選定療養を導入す
べきだと主張していますが、今回の改定では400床
以上となり、100床だけ減りました。これでどれだ
け国民の受療行動が変わるのかを検証する必要が
あると思います。フランスではかかりつけ医とそ
うでない場合は自己負担が違いますし、イギリス
は一般医（GP）の診療ということで、直接専門医の
診療を受けることは認められていません。
また、医療保険部会では、かかりつけ医以外の
病院に行った場合の定額負担が議論されています。
しかし、日本ではかかりつけ医の定義がはっきり
しておらず、それが導入されると混乱が生じると支払い側の立場から様々な改革を提案

平成30年度　日本医薬品卸売業連合会セミナー
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いうことで、議論は紛糾しています。

●終末期医療のあり方を見直すべき
３点目は、終末期医療のあり方を見直すべきだ
ということです。これも避けて通れない問題だと
思いますが、なかなか進んでいません。
厚労省は「人生の最終段階における医療の決定
プロセスに関するガイドライン」を公表しています
が、国民はもとより、医療従事者にも周知されて
おらず、知っている人は半分もいなかったという
データもあります。
生涯で必要となる平均医療費の半分は70歳以上
で使っています。また、ある研究によると、死亡
前１か月の平均医療費は約112万円だといいます。
医療機関での１年間の死亡者数は80万人なので、
１年間にかかる終末期医療費は112万円×80万人で
約9000億円と推計されます。ここを何とか改善す
べきなのです。
国民の意識としては、最終段階における医療に
対して自分の意思表示を書面で作成することに約
70％が賛成していますが、実際に書面を作成して
いるのは約３％に過ぎません。ですから、家族と
も話し合い、自分の終末期医療を文書で作成し、
実行していくようなことも、日本全体で進めてい
かなければならないのではないでしょうか。

●薬局・薬剤師の機能の抜本的な見直し
４点目は、薬局・薬剤師の機能の抜本的な見直
しです。調剤薬局に対してはいろいろなことがい
われていますが、医薬分業40年が国民に何をもた
らしたのかということです。40年に及ぶ医薬分業
は、門前で調剤に偏重した薬局の乱立を招き、本
来の薬局・薬剤師の機能を失わせて国民のセルフ
メディケーション意識の喪失や高齢者の多剤、残
薬問題を生みました。ですから、薬局・薬剤師の
本来機能を取り戻すためにも、調剤報酬を抜本的
に見直すべきだと思います。
40年前、私が子どもの頃は、家庭に常備薬があ
り、風邪などで調子が悪い場合は薬局へ行って一
般用薬をもらい、いろいろな相談をしたものです。
しかしいまはそれができません。調剤薬局は処方

箋を持っていないと入る気がしないし、誰に相談
していいのか分からないという状態を生んだのが
医薬分業なのです。なぜこうなったのかといえば、
医師会にお叱りを受けますが、医師の処方権があ
まりにも強すぎ、薬局の調剤権が低いことにあり
ます。本来の薬局・薬剤師の機能を失わせた調剤
報酬に問題もあろうかと思いますので、それを抜
本的に見直していくべきです。
また、「患者のための薬局ビジョン」の動向にも
注目したいと思います。
財務省の資料を見ると、薬局は５万8000か所く
らいあってコンビニよりも多く、薬剤師数も2005
年からどんどん増えていて、薬剤師１人当たりの
処方箋枚数は減っています。しかし、処方箋１枚
当たり、あるいは薬剤師１人当たりの技術料は上
がっているのです。通常の市場原理であれば、必
要以上の供給増があれば単価は下がっていくはず
ですが、供給量が増えても１人当たりの単価は上
がっているというのは、やはり調剤報酬のどこか
に問題があります。
それから、薬局・薬剤師の機能を高めるためにも
リフィル処方を検討すべきだと思っています。処
方箋をもらうためだけに医者に行かなければなら
ず、しかも１時間くらい待たされて、再診料72点、
処方箋料68点で1400円かかるわけです。この繰り
返しが嫌になって途中で中断してしまう患者さん
もいました。ですから、病態の安定した例えば高
血圧や高脂血症の長期服薬者は、処方箋に有効期
限を設け、その期限内は薬剤師が管理して繰り返
し使ってもいいことにし、病態に変化が起こった
ときに受診勧奨を行うやり方でいいのではないか
と提案しています。しかし、なかなか通りません。
医療費適正化につながるので見直すべきだと骨太
の方針にも書かれていますが、実現できていませ
ん。諸外国ではリフィル処方が行われていますの
で、ぜひ進めてほしいと思います。
薬局・薬剤師の機能の抜本的な見直しでは、か
かりつけ薬剤師が叫ばれています。しかしこれか
らは、かかりつけ薬剤師だけでなく、地域におい
て健康サポートができる機能、つまり健康相談や
受診勧奨、重症化予防、医薬品の適切な選択の相
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談などが行える、地域で顔の見える関係が築ける
薬局をつくる必要があります。加えて、高度薬学
管理機能を持った薬局が必要です。今後は、重症
患者さんも在宅で化学療法を行えるようにしよう
といわれています。病院完結型から地域完結型へ、
が日本の目指す方向なので、高度な薬学管理がで
きる薬剤師も必要になってくるでしょう。
いま医薬品医療機器制度部会では、門前で調剤
だけを行っている薬局、地域で貢献している薬局、
高度な薬学管理機能を持った薬局を将来的に分類
していこうと検討しています。2025年から2035年
に向けて、地域で活躍する薬局をつくっていこう
というのが国の方針です。いままでの基準調剤加
算は廃止され、地域支援体制加算が新設されまし
た。そのことからも国が目指している方向が理解
できるのではないでしょうか。地域で活躍しなけ
れば薬局ではない、という流れになっていること
を認識していただければと思います。

●薬価の統制
５点目は、薬価の統制です。薬価も少し貢献し
てもらう必要があるということです。あまり専門
的な知識を持っていないので、ピントをはずした
話になるかもしれませんがお許しください。
まず、薬価制度抜本改革が行われましたが、こ
れで終わりではなく、今後どういう影響を与えて
いくのかに注視し、逐次見直していく必要がある
と思います。毎年改定による実勢価がどうなって
いくのか、新薬創出加算の見直しでイノベーショ
ンがどう変わっていくのか、長期収載品と後発医
薬品がどういう動きになっていくのか、などを見
ていく必要があります。後発医薬品シェア８割と
いう目標が出ましたが、これは日本全体で努力し
ていかなければ進まないでしょう。医薬品の理想
構造モデルは、特許期間中に研究開発費を回収し
て、特許が切れたら速やかに後発医薬品に道を譲
るということなのです。
一方、薬価制度抜本改革の中で、私ども支払い
側は新薬創出加算に対していろいろといわせてい
ただきました。最初、提案されたときに上位５％
だった企業区分Ⅰが上位25％に引き上げられてい

ます。あるいは、類似薬効比較方式の１日薬価合
わせで、新薬部分も合わせて比較されているのは
少し違うのではないかと指摘させてもらいました。
それで、最初の段階では新薬創出加算部分は外し
て比較することになったものの、これが見直され
て、新薬部分も含めて１日合わせをすることにな
るなど、最初の提案からかなり後退した部分があ
りました。支払い側から見て、最初のものから後
退しているところは、次回もまた提案させていた
だくことになると思います。
また、長期収載品についての私どもの意見は、
段階的な引き下げまでに時間がかかりすぎている
ということです。後発医薬品が出て５年間猶予さ
れ、その５年後にZ2が適用される。つまり10年
経った後に段階的に引き下げが始まるというのは、
少しスピード感に欠けているのではないかと提案
していくことになるでしょう。
原価計算方式も見直され、いままでは営業利益
率だけにかけられていたものが薬価全体にかけら
れるようになりました。また、薬価算定の透明性
を向上させるため、製品総原価のうち薬価算定組
織での開示が可能な部分の割合（開示度）に応じて
加算率に差を設けることになりました。そこで、
平成30年度以降、新規収載されるものの開示度を
見ていますが、ほとんどが開示度50％未満で加算
係数は0.2なのです。その実態を見ると、原価計算
方式の見直しもあまりインセンティブになってお
らず、問題があるのではないかと考えています。
また、営業利益率を見ると、産業全体と比べて医
薬品企業はリーマン・ショックのときでも10％を
はるかに超えた高い営業利益率を上げています。
これが原価計算に使われているのもどうなのかと
疑問を呈したいと思います。
それから、保険給付のあり方を見直すべきでは
ないかと提案しています。法改正が必要なのでしょ
うが、スイッチOTCや医薬品の種類によって見直
すべき時期にきています。フランスでは、重い病
気は100％償還ですが、軽い病気は自己負担を多く
する制度になっています。すべて３割負担ではな
く、湿布薬やビタミン剤など保険から外してもい
いようなものもあるので保険償還率を変えていく

平成30年度　日本医薬品卸売業連合会セミナー
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べきではないでしょうか。改革の工程表にも入っ
ていますが、進めていくべきです。それが国民の
セルフメディケーションの醸成にもつながるので
はないかと思います。
ジェネリックの使用促進について、年齢別使用
割合を見ると、市町村などから医療費が助成され
ている低年齢層や１割負担の高齢者など自己負担
の少ない年齢層の使用割合が低い結果になってい
ます。ジェネリックの使用促進を図るには、ここ
への対応も考えていく必要があるでしょう。都道
府県別使用割合を見ると、東京や大阪など大都市
圏の使用割合が低くなっています。これではいく
ら他県が頑張っても８割は達成できません。保険
制度別使用割合では、後期高齢者と国民健康保険
の使用割合が低くなっています。こういったとこ
ろも是正していくべきでしょう。ジェネリックの
使用は国民全員の責務です。製薬会社の安定供給
はもとより、行政からの情報提供やジェネリック
に付加価値を持たせる取り組みも必要で、医師は
一般名処方をすることが大事だと思います。
療養費については、柔道整復、はり・きゅう、
マッサージの伸び率が大きく、全部合わせると
5000億円くらいの医療費になっています。しかも
不正請求等が横行しているので、果たして保険で
みていくべきなのか、抜本的に考えていく必要が
あるのではないでしょうか。
新たに導入される費用対効果評価は、いま試行
錯誤の状況ですが、イノベーションの評価という
観点からは必要なので、どんどん進めていくべき
だと思います。

「支えられる側」から「支える側」へ

●高齢者も「支える側」へ
視点３は、「支えられる側」から「支える側」へ、
つまり、お年寄りも支える側で健康長寿を目指し
ましょうという話です。
９月の自民党総裁選のときに安倍首相が話した
のは、働き方改革と社会保障制度をミックスさせ
ることでした。高齢者の負担増は避けられないの
で、2019年に高齢者の雇用環境を整備して65歳の

雇用を延長し、2020年から2021年に向けて社会保
障改革を進め、予防医療を強化していく。そして
70歳を超えてからの年金受給を考えることも公約
として掲げています。
日本の健康長寿は75歳で諸外国に比べて長いの
ですが、来年夏までに健康寿命延伸プランをつく
ろうという動きもあります。健康に過ごしてもら
い医療費を抑えていくというもので、実際、健康
寿命が長いほうが医療費も抑えられています。
医療と介護のデータベースを連結して予防医療・
介護予防に役立てようという動きもあります。例
えば、いま要介護５の人が30歳、40歳のときにど
ういう状態だったのかが分かるので、30歳、40歳の
ときにどういう手を打てば要介護にならないかに
取り組んでいこうというものです。
また厚労省は、2040年を展望した社会保障・働き
方改革本部を立ち上げ、根本厚労大臣を筆頭に高
齢者の予防医療に力を入れ、健康寿命延伸に向け
た取り組みを進める動きが始まっています。

●国民全体で痛みを分かち合う
最後に申し上げたいのは、今後、ますます進展
する高齢社会において国民皆保険制度を堅持して
いくには、国民全体で痛みを分かち合うべきでは
ないかということです。現役世代も高齢者も、そ
れから医療提供側、製薬会社、医薬品卸の皆さん
も、みんなで痛みを分かち合った中で、国民皆保
険制度を堅持していくことが必要ではないかとい
うことで、いろいろな提案をさせていただきまし
た。ご清聴どうもありがとうございました。

国民全体で痛みを分かち合う必要性を強調


